
「尚絅大学・尚絅大学短期大学部における競争的研究費等の管理等に関する規程」に基づく責任体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【調査委員会】 

調査委員会の委員の半数

以上は、外部有識者とす

る。 

(1) 学長補佐２名以内 

(2) 被通報者が所属する

学科以外の長 １名 

(3) 大学事務局長 

(4) 法律の専門的知識を

有する学外の者 ２名以

内 

(5) その他最高管理責任

者が指名する学内又は学

外の者  

学長 

【最高管理責任者】 

・競争的研究費等の運営及

び管理について最終責任

を負う。 

・不正防止対策の基本方針 

を策定・周知。 

・啓発活動の実施 

事務部長 

【コンプライアンス

推進責任者】 

・不正防止対策の実施 

・コンプライアンス教育

の実施 

・啓発活動の実施 

・モニタリング及び改善

指導 

【研究者】 

現代文化学部 

生活科学部 

こども教育学部 

総合生活学科 

食物栄養学科 

幼児教育学科 

大学事務局長 

【統括管理責任者】 

・学内全体の統括 

・最高管理責任者、不正防

止計画推進担部署への

報告 

＜通報窓口責任者＞  

各キャンパス事務部長 

＜通報窓口対応者＞ 

学長補佐、各学科長、図

書館長、各キャンパス

事務部長 

【通報窓口】 

・書面・電話・Fax・メ

ール・口頭による通報

の受付 

研究倫理委員会 

【不正防止計画推進 

担当部署】 

・不正防止計画の策定、

実施、実施状況の確認 

庶務会計課長 

【相談窓口】 

・研究費の執行事務 

教務課長 

【コンプライアンス推進副

責任者】 

・適切な管理執行情報の伝達 
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